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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】平成25年5月9日(2013.5.9)

【公開番号】特開2012-202550(P2012-202550A)
【公開日】平成24年10月22日(2012.10.22)
【年通号数】公開・登録公報2012-043
【出願番号】特願2011-71025(P2011-71025)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｈ   3/62     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｈ   3/62    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成25年3月26日(2013.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、第２ブレーキを、出力部材を介してプラネタリギヤセットとは軸方向反対側に配
置することになるので、出力部材が軸方向の中央に寄せて配置することが可能となり、例
えばＦＦタイプの（軸方向が車両進行方向に対して横置きとなる）自動変速機に用いた場
合に、カウンタシャフトやディファレンシャルギヤ装置の配置構造として有利なものとす
ることができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　＜第１の実施の形態＞
　以下、本発明に係る第１の実施の形態を図１乃至図３に沿って説明する。図１に示すよ
うに、例えばＦＦタイプ（フロントドライブ、フロントエンジン）の車輌に搭載して好適
である自動変速機１１は、不図示のトルクコンバータを内包するハウジングケース等が接
続されるミッションケース（ケース）３を有しており、該ミッションケース３内には、変
速機構２１、図示を省略したカウンタシャフト及びディファレンシャルギヤ装置が配置さ
れている。変速機構２１は、例えばエンジン（不図示）の出力軸と同軸上である入力軸５
を中心とした軸上に配置されており、また、不図示のカウンタシャフトは、それら入力軸
５と平行な軸上に配置されて、更に、不図示のディファレンシャルギヤ装置は、該カウン
タシャフトと平行な軸上に左右車軸を有する形で配置されている。なお、上記入力軸５と
、カウンタシャフトと、左右車軸とは、側面視くの字状の位置関係である。また、一般に
カウンタシャフトやディファレンシャルギヤ装置は、トルクコンバータに隣接する位置に
配置され、つまり軸方向において入力軸５の入力側にオーバーラップする位置に配置され
ている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００３６】
　上記プラネタリギヤセットＰＳの外周側からサポート壁３ｃの側面にかけて配置された
第３ブレーキＢ－３は、ミッションケース３の内周面３ｄに沿って配置されており、後述
の第１リングギヤＲ１の外周側に配置された摩擦板６１と、この摩擦板６１を接断させる
油圧サーボ６０とを備えている。この油圧サーボ６０は、ミッションケース３のサポート
壁３ｃの側面に形成されたシリンダ部６３、ピストン部材６２、該ピストン部材６２を右
方側に押し戻すためのリターンスプリング６６、及び該リターンスプリング６６の反力を
受けるリターンプレート６７を有している。ピストン部材６２は、ミッションケース３の
サポート壁３ｃに対して軸方向（左右方向）移動可能に配置されていて、２本のシールリ
ングａ６０，ａ６１により、ミッションケース３のサポート壁３ｃの側面との間に作動油
室６４を構成している。また、ピストン部材６２の外周側には支持プレート部６２ａが固
着されていると共に、リターンプレート６７は、ミッションケース３に対してスナップリ
ング８６により軸方向に位置決め固定されており、これら支持プレート６２ａとリターン
プレート６７との間にリターンスプリング６６が縮設されている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　該第２クラッチＣ－２の摩擦板２１のうちの外摩擦板は、上記クラッチドラム２３の先
端内周側にスプライン係合されており、つまり該外摩擦板は入力軸５に回転連結されてい
る。また、該第２クラッチＣ－２の摩擦板２１のうちの内摩擦板は、ハブ部材２５の外周
側にスプライン係合されており、該ハブ部材２５は連結部材２９に連結され、さらに該連
結部材２９は後述のカウンタギヤ１００の内周側（上記連結部材５９のさらに内周側）を
通って後述のキャリヤＣＲに連結されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　また、第１リングギヤＲ１は、上述したように連結部材５９に連結されており、第２ブ
レーキＢ－２によって回転が係止自在（固定自在）となっている。そして、第２リングギ
ヤＲ２は、連結部材１０９に連結されており、該連結部材１０９はカウンタギヤ１００に
連結されている。該連結部材１０９は、サポート壁３ｃの内周側を通っており、該連結部
材１０９及びカウンタギヤ１００は、サポート壁３ｃに対してベアリング９０を介して回
転自在に支持されている。なお、カウンタギヤ１００の外周側の一部には、不図示のカウ
ンタシャフトに連結されたギヤが噛合しており、更に該カウンタシャフトは、不図示のギ
ヤ機構やディファレンシャルギヤ装置などを介して駆動車輪に連結されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　なお、例えばＰ（パーキング）レンジ及びＮ（ニュートラル）レンジでは、第１クラッ
チＣ－１、第２クラッチＣ－２、及び第３クラッチＣ－３が解放される。すると、入力軸
５とプラネタリギヤセットＰＳとの間が切断状態となり、入力軸５からプラネタリギヤセ
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ットＰＳに動力伝達が行われず、つまり入力軸５とカウンタギヤ１００との動力伝達が切
断状態となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　また、第２ブレーキＢ－２及び第２クラッチＣ－２を、カウンタギヤ１００を介してプ
ラネタリギヤセットＰＳとは軸方向反対側に配置することになるので、カウンタギヤ１０
０が軸方向の中央に寄せて配置することが可能となり、例えばＦＦタイプの（軸方向が車
両進行方向に対して横置きとなる）本自動変速機１１に用いた場合に、カウンタギヤ１０
０がトルクコンバータ等と干渉することないので、カウンタシャフトやディファレンシャ
ルギヤ装置の配置構造として有利なものとすることができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　一方、プラネタリギヤセットＰＳの外周側に、第３ブレーキＢ－３の摩擦板６１が位置
するように、該第３ブレーキＢ－３がプラネタリギヤセットＰＳの外周側からサポート壁
３ｃにかけて配置されており、その軸方向の右方側（軸方向他方側）には、ワンウェイク
ラッチＦ－２が第２リングギヤＲ２の外周側に位置するように配置されている。さらに、
プラネタリギヤセットＰＳの右方側には、外周側から内周側に順に、第１ブレーキＢ－１
、第３クラッチＣ－３、第１クラッチＣ－１が配置されている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】
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